
公立大学法人神戸市看護大学職員の初任給，昇給等の基準に関する細則の一部を改正

する細則をここに公布する。 
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公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学細則第６号 

公立大学法人神戸市看護大学職員の初任給，昇給等の基準に関する細則（2019年４月

１日細則第23号）の一部改正 

（改正前） （改正後） 

（経験年数を有する者の給料月額） 

第６条 新たに職員となった者のうち，

その者の学歴免許等の資格を取得した以

後の期間の中で別表第３（以下「経験年

数換算表」という。）の適用を受ける期

間を有する者の号給は，第３条第１項の

規定による号給（前条の規定の適用を受

ける者にあっては，同条の規定による号

給）の号数に，経験年数換算表に定める

ところにより当該期間を換算した年数に

４を乗じて得た数を加えて得た数を号数

とする号給とすることができる。 

 

 

 

 

２ 社会人を対象として実施する採用試験又

は選考により新たに職員となった者（以下

「社会人採用の職員」という。）のうち，一

般職給料表の適用を受ける職員であって，学

歴免許等の区分が短大卒の者に対する前項

の規定の適用については，同項中「当該期間

を換算した経験年数の月数」とあるのは「当

該期間を換算した経験年数の月数から 24 を

減じた月数」とし，学歴免許等の区分が高校

卒の者に対する前項の規定の適用について

は，同項中「当該期間を換算した経験年数の

月数」とあるのは「当該期間を換算した経験

年数の月数から 36 を減じた月数」とする。 

２ 前項の規定に基づく経験年数換算の

際に１年未満の端数がある場合は，３月

以上６月未満のときは１号給と，６月以

上９月未満のときは２号給と，９月以上

のときは３号給として加算する。 

 

 

 

 

 

 

（経験年数を有する者の給料月額） 

第６条 新たに職員となった者のうち，

その者の学歴免許等の資格を取得した以

後の期間の中で別表第３（以下「経験年

数換算表」という。）の適用を受ける期

間を有する者の号給は，第３条第１項の

規定による号給（前条の規定の適用を受

ける者にあっては，同条の規定による号

給）の号数に，経験年数換算表に定める

ところにより当該期間を換算した経験年

数の月数を12月（その者の経験年数のう

ち５年を超える経験年数（別表第３にお

いて換算率が100／100と規定されている

期間による経験年数を除く。）の月数に

あつては，18月）で除した数に４を乗じ

て得た数を加えて得た数を号数とする号

給とすることができる。 

２ 社会人を対象として実施する採用試験又

は選考により新たに職員となった者（以下

「社会人採用の職員」という。）のうち，一

般職給料表の適用を受ける職員であって，学

歴免許等の区分が短大卒の者に対する前項

の規定の適用については，同項中「当該期間

を換算した経験年数の月数」とあるのは「当

該期間を換算した経験年数の月数から 24 を

減じた月数」とし，学歴免許等の区分が高校

卒の者に対する前項の規定の適用について

は，同項中「当該期間を換算した経験年数の

月数」とあるのは「当該期間を換算した経験

年数の月数から 36 を減じた月数」とする。 

３ 前２項の規定により経験年数の月数を 12

月又は 18 月で除した際に 12 月又は 18 月未

満の端数となる月数がある場合は，前２項の

規定により得られた号給の号数に，次の各号

に掲げる場合に応じ各表の端数となる月数

欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数と

する号給とする。 

(１) 12月で除した場合 

端数となる月数 号数 

３月未満 ０ 



（改正前） （改正後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

３月以上６月未満 １ 

６月以上９月未満 ２ 

９月以上 ３ 

(２) 18月で除した場合 

端数となる月数 号数 

５月未満 ０ 

５月以上９月未満 １ 

９月以上14月未満 ２ 

14月以上 ３ 

４  

別表第１（第３条関係）  

(１) 略  

(２) 一般職給料表初任給基準表（社会

人採用の職員を除く） 

(２) 一般職給料表初任給基準表（社

会人採用の職員を除く） 

(２) 一般職給料表初任給基準表（社会

人採用の職員） 

(３) 一般職給料表初任給基準表（社会

人採用の職員） 

 職種 学歴免許

等 

初任給   職種 学歴免許

等 

初任給  

 事務職員及

び技術職員 

大学卒 ２級10

号給 

  事務職員及

び技術職員 

大学卒 ２級10

号給 

 

 短大卒 ２級６

号給 

  短大卒 ２級６

号給 

 

 高校卒 ２級２

号給 

  高校卒 ２級２

号給 

 

  

(３) 医療職給料表(１)初任給基準表 (４)   

(４) 医療職給料表(２)初任給基準表 (５)   

備考 略  

別表第３（第６条関係）  

 経歴 換算

率 

  経歴 換算

率 

 

 同種かつ正規の在学期間 100

／

100 

  国家・地方公

務員又は民

間企業等の

職員として

の在職期間 

職員の職務

と同種・類似

（大学法人

等）の業務ま

たは職員と

しての職務

にその経験

が直接役立

つと認めら

れる職務に

従事した期

間 

100

／

100 

 

 公立大学法人神戸市看護大

学（以下「法人」という。）

以外の同種の経歴 

75／

100 

  その他の期

間のうち，理

事長が認め

80／

100 

 



（改正前） （改正後） 

る期間 

 法人における正規職員とし

ての異種の経歴 

75／

100 

  学校又は学

校に準ずる

教育機関に

おける在学

期間 

正規の就学

年数内の経

歴（課程を修

了した経歴

に限る） 

100

／

100 

 

 法人以外の異種の経歴 60／

100 

  その他の期

間のうち，理

事長が認め

る期間 

60／

100 

 

 その他の期間 25／

100 

  その他の期間 25／

100 

 

備考 備考 

１ 法人以外の同種の経歴及び法人

における正規職員としての異種の

経歴を有する者を新たに採用する

場合は，採用前５年以内について，

換算率を「80／100」と読み替えて

適用する。 

１ 法人以外の同種の経歴及び法人

における正規職員としての異種の

経歴を有する者を新たに採用する

場合は，採用前５年以内について，

換算率を「80／100」と読み替えて

適用する。 

２ 医師を新たに職員として採用す

る場合に，法人以外の同種の経歴が

ある場合の換算率は，「100／100」

と読み替えるものとする。ただし，

免許取得から10年経過後は，換算率

は「80／100」と読み替えるものと

する。 

２ 医師を新たに職員として採用す

る場合に，法人以外の同種の経歴が

ある場合の換算率は，「100／100」

と読み替えるものとする。ただし，

免許取得から10年経過後は，換算率

は「80／100」と読み替えるものと

する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この細則は，2024 年４月１日から施行する。 

（適用期間の経過措置） 

２ 改正後細則第６条による経験年数及び号給の換算は，施行の日以後に新たに職員となった者の

経歴の内，2021 年４月１日以降の経歴に適用し，それ以前の経歴については，なお従前の例によ

る。 


